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〇服薬依頼書がない場合、学校及び寄宿舎で服薬することはできません。 

〇市販薬については、依頼書や説明書などは必要ありません。 

〇説明書などが原本の場合は、学校でコピーをとり、ご家庭に返却いたします。 

〇薬の内容や服用について変更があったときは、連絡帳や電話で、必ず学校まで 

ご連絡ください。（電話 0229-32-2112） 

ポイント① 医師の指示等により、使っていない薬には 

×印をつけ、持参した薬との相違がないよう 

お願いします。 

ぜんそくの症状が出たら使う。 

とんぷく薬、状態によって使用が変わる、 

目薬や軟こうを使うときに補助が必要、 

などの場合、余白に記入するか、連絡帳に 

記入してください。 

ポイント② 


